
発電データベース（１級河川：平成２２年３月３１日現在）

① ② ③
1 京都府 由良川 由良川 大野 貯 25.000 11,000 京都府 大野ダム 1 補助ダム 京都府 ○ 0.2 S36.03.31 S36.03.31 H28.03.31 49 55 ○ 354.00
2 京都府 由良川 由良川 和知 調 35.000 5,700 関西電力 和知ダム 1 発電ダム 関西電力 S40.12.17 H10.03.26 H40.03.31 45 30 ○ 573.00
3 京都府 由良川 由良川 新由良川 調 38.000 4,900 関西電力 由良川ダム 1 発電ダム 関西電力 1 S19.04.12 H01.06.20 H31.03.31 66 30 ○ 595.00
4 京都府 由良川 上林川 山家 流込 3.600 760 関西電力 取水堰 1 1 3.2 0.30 地図等より類推 M45.03.23 H20.04.07 H31.12.31 98 11 ○ 153.00
5 京都府 由良川 雲原川 橋谷 流込 0.710 410 関西電力 取水堰 1 1 4 2.50 地図等より類推 S25.11.10 S55.09.10 H22.10.31 60 30 ○ 25.20
6 京都府 由良川 宮川 内宮 調 0.557 210 関西電力 取水堰 1 0.5 0.50 地図等より類推 S22.09.19 S57.10.05 H23.08.31 63 29 ○ 16.30
7 京都府 淀川 淀川・寒谷川 喜撰山 揚 248.000 466,000 関西電力 喜撰山ダム、天ヶ瀬ダム 2 発電ダム、直轄ダム 関西電力、国交省 0.8 0.80 地図等より類推 S42.03.12 H09.12.08 H39.03.31 43 30 ○ 0.93
8 京都府 淀川 桂川 黒田 流込 2.740 980 関西電力 取水堰 1 6 M39.12.01 H15.06.02 H23.03.31 104 8 ○ 93.80
9 滋賀県 淀川 安曇川 荒川 流込 11.130 2,400 関西電力 取水堰 1 1 4.3 T06.10.23 H20.09.26 H29.09.30 93 9 ○ 269.29
10 滋賀県 淀川 安曇川 栃生 流込 4.270 1,370 関西電力 取水堰 1 1 3.3 T12.03.26 H20.09.26 H29.09.30 87 9 ○ 137.81
11 滋賀県 淀川 安曇川・アシビ谷川 中村 流込 1.112 880 関西電力 取水堰 2 2 4.7 S16.06.01 H15.04.21 H32.06.30 69 17 ○ 30.84
12 滋賀県 淀川 姉川・起又川 伊吹 流込 3.760 5,400 関西電力 取水堰 2 11.8 1.40 地図等より類推 T11.11.09 S55.11.20 H22.03.31 88 30 ○ 35.00
13 滋賀県 淀川 姉川 小泉 流込 4.450 966 関西電力 取水堰 1 1 1.3 S02.08.30 S55.01.10 H22.03.31 83 30 ○ 84.83
14 滋賀県 淀川 犬上川 犬上 調 3.200 1,100 関西電力 犬上ダム 1 その他 犬上川沿岸土地改良区 ○ 0.2 0.20 地図等より類推 S29.08.18 H17.03.31 H46.03.31 56 29 ○ 32.30
15 滋賀県 淀川 愛知川・八風川 黄和田 流込 1.870 1,440 関西電力 取水堰 2 4.1 0.30 地図等より類推 T09.08.21 S55.11.28 H22.03.31 90 30 ○ 37.11
16 滋賀県 淀川 愛知川 永源寺 調 13.000 5,000 関西電力 永源寺ダム 1 その他 滋賀県 ○ S45.04.16 H11.09.01 H41.03.31 40 30 ○ 131.50
17 滋賀県 淀川 野洲川 青土ダム管理用 流込 2.000 250 滋賀県 青土ダム 1 補助ダム 滋賀県 ○ S62.03.03 H16.09.09 H26.03.31 23 10 ○ 54.30
18 滋賀県 淀川 大戸川 大戸川 流込 2.783 1,600 関西電力 取水堰 1 1 3 M40.01.10 H10.02.02 H39.03.31 103 29 ○ 148.03
19 滋賀県 淀川 大戸川・田代川 大鳥居 流込 2.780 800 関西電力 取水堰 2 5.7 M45.05.04 H15.07.25 H24.03.31 98 9 ○ 138.51
20 三重県 淀川 川上川 阿保 流込 0.724 400 中部電力 取水堰 1 2.4 S24.02.04 H11.03.25 H40.12.31 61 29 ○ 28.50
21 京都府 淀川 木津川 大河原 流込 18.600 3,200 関西電力 取水堰 1 1 2 S19.10.16 H21.03.04 H31.09.30 66 10 ○ 1157.00
22 京都府 淀川 木津川 相楽 流込 27.800 710 関西電力 取水堰 1 1 S12.03.29 H05.09.16 H28.03.31 73 23 ○ 1234.00
23 滋賀県 淀川 高時川 高時川 流込 5.560 1,000 関西電力 取水堰 1 1 3.3 T11.08.29 H17.03.01 H26.03.31 88 9 ○ 112.01
24 滋賀県 淀川 神崎川 神崎川 調 1.400 1,100 関西電力 取水堰 1 1.9 0.10 地図等より類推 S18.12.01 H06.05.09 H36.03.31 67 30 ○ 20.87
25 京都府 淀川 桂川 新庄 流込 11.600 6,700 関西電力 取水堰 1 14.84 14.84 S25.09.30 H15.12.10 H42.03.31 60 27 ○ 0.781 0.280 279.00

26 京都府 淀川
鴨川
鞍馬川
静原川

洛北 流込 1.252 450 関西電力 取水堰 3 7.05 M40.03.07 H21.03.04 H29.03.31 103 8 ○ 47.19

27 京都府 淀川 清滝川 栂尾 流込 1.670 750 関西電力 取水堰 1 3.48 M40.08.09 H21.03.04 H33.12.31 103 12 ○ 45.90
28 京都府 淀川 清滝川 清滝 流込 0.946 250 関西電力 取水堰 1 1 2.56 M39.11.05 H10.01.19 H38.12.31 104 28 ○ 55.78
29 京都府 淀川 布目川 布目川 流込 1.391 1,100 関西電力 取水堰 1 2 S34.09.03 S54.03.31 H21.03.31 51 30 ○ 87.20
30 奈良県 淀川 室生川 室生 流込 0.557 200 関西電力 取水堰 1 3.1 S12.03.23 H16.10.14 H27.03.31 73 11 ○ 33.94
31 京都府 淀川 淀川、志津川 宇治 流込 61.220 32,500 関西電力 瀬田川洗堰、取水堰 2 直轄ダム 国交省 ○ 20.3 20.3 M39.04.04 S56.12.01 H23.03.31 104 30 ○ 3853.90
32 滋賀県 淀川 東俣谷川等 草野川 流込 1.390 2,300 関西電力 取水堰 5 6.3 0.80 地図等より類推 S13.05.06 H11.01.29 H40.03.31 72 29 ○ 11.56
33 京都府 淀川 琵琶湖 蹴上 流込 16.700 4,500 関西電力 琵琶湖疏水 1 天延湖沼 京都市 S31.04.04 H19.08.07 H28.03.31 54 9 ○ 3690.00
34 京都府 淀川 琵琶湖 夷川 流込 13.910 300 関西電力 琵琶湖疏水 1 天延湖沼 京都市 S31.04.04 H19.08.07 H28.03.31 54 9 ○ 3690.00
35 京都府 淀川 琵琶湖 墨染 流込 12.710 2,200 関西電力 琵琶湖疏水 1 天延湖沼 京都市 S31.04.04 H19.08.07 H28.03.31 54 9 ○ 3690.00
36 京都府 淀川 淀川 天ヶ瀬 調 186.140 92,000 関西電力 天ヶ瀬ダム 1 直轄ダム 国交省 ○ S39.03.14 S39.03.14 H31.03.13 46 55 ○ 4200.00
37 京都府 淀川 名張川 高山 調 14.000 6,000 関西電力 高山ダム 1 機構ダム 水機構 ○ S43.03.30 H10.10.16 H39.03.31 42 29 ○ 615.00
38 三重県 淀川 名張川 比奈知 貯 3.700 1,800 三重県 比奈知ダム 1 機構ダム 水機構 ○ H07.09.29 H07.09.29 H37.03.31 15 30 ○ 75.50
39 三重県 淀川 名張川 比奈知ダム管理用 貯 0.300 77 三重県 比奈知ダム 1 機構ダム 水機構 ○ H09.01.20 H18.04.14 H28.03.31 13 10 ○ 75.50
40 三重県 淀川 青蓮寺川 青蓮寺 貯 4.000 2,000 三重県 青蓮寺ダム 1 機構ダム 水機構 ○ S43.09.30 H10.12.01 H40.03.31 42 30 ○ 100.00
41 京都府 淀川 桂川 嵐山小水力 サイフォン式 0.550 5.5 嵐山保勝会水力発電所 一の井堰下流の重力式擁壁 1 H17.11.21 H17.11.21 H28.03.31 5 11 ○ －
42 京都府 淀川 淀川 京都府営水道小水力 従属 0.900 88.4 京都府 天ヶ瀬ダム(府営水道完全従属) 1 直轄ダム 国交省 ○ H21.01.19 H21.01.19 H31.09.30 0 10 ○ －
43 兵庫県 円山川 稲葉川 石井 流込 2 000 2 600 関西電力 取水堰 1 3 3 S28 09 12 H02 05 10 H25 03 31 57 23 ○ ○ 0 100 0 434 23 06 H2
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43 兵庫県 円山川 稲葉川 石井 流込 2.000 2,600 関西電力 取水堰 1 3 3 S28.09.12 H02.05.10 H25.03.31 57 23 ○ ○ 0.100 0.434 23.06 H2
44 兵庫県 円山川 阿瀬川、若林川 阿瀬 流込 1.050 2,100 関西電力 取水堰 2 2.8 S31.07.18 H18.07.06 H27.03.31 54 9 ○ 8.96
45 兵庫県 円山川 稲葉川 岩中 流込 8.000 2,500 関西電力 取水堰 1 3.5 S30.10.26 H01.07.21 H29.03.31 55 28 ○ 94.61
46 兵庫県 円山川 大屋川 横行 流込 0.830 1,100 関西電力 取水堰 1 3.5 S38.08.20 H05.09.22 H35.03.31 47 30 ○ 12.20
47 兵庫県 円山川 多々良木川 奥多々良木 揚 594.000 1,932,000 関西電力 多々良木ダム、黒川ダム 2 発電ダム、その他 関西電力、兵庫県 ○ S46.04.09 H13.03.15 H43.03.31 39 30 ○ 18.60
48 兵庫県 揖保川 揖保川 神野 流込 10.020 1,190 関西電力 取水堰 1 1 2 S38.11.30 S59.08.06 H24.03.31 47 28 ○ 372.68

49 兵庫県 揖保川 揖保川等 安積 流込 8.900 5,500 関西電力 取水堰 4 2 16.6 16.6 S41.01.05 H18.07.06 H47.03.31 44 29 ○ 0.745 0.474 1.010 0.661 291.85 H18
第1取水口5/10～6/9 -- 0.35(0.26)、6/10～9/10 -- 0.34(0.25)、9/11～
9/21 -- 0.57(0.42)、9/21～5/9 -- 0.34(0.25)　第3取水口6/10～6/19 --
0.48(0.31)、6/20～9/20 -- 0.44(0.29)、9/21～6/9 -- 0.38(0.25)

50 兵庫県 揖保川 引原川 野尻 流込 2.500 1,160 関西電力 取水堰 1 1 4.3 S41.01.10 S53.06.30 H20.03.31 44 30 ○ 97.91
51 兵庫県 揖保川 引原川 上野 流込 3.144 780 関西電力 取水堰 1 1 2.2 S41.01.05 H21.11.04 H39.12.31 44 18 ○ 111.05
52 兵庫県 揖保川 引原川・音水川 原 貯 5.500 5,000 兵庫県 引原ダム 2 補助ダム 兵庫県 ○ 4 2.90 地図等より類推 S33.02.25 H17.03.04 H46.03.31 52 29 ○ 57.50
53 兵庫県 揖保川 草木川 草木 流込 0.890 1,400 関西電力 取水堰 1 6.5 0.40 地図等より類推 S38.08.20 H05.11.26 H35.03.31 47 30 ○ 14.40
54 奈良県 紀の川 紀の川 樫尾 流込 8.350 3,650 関西電力 取水堰 1 1 ○ 樫尾発電所→吉野発電所 17 17 3.20 3.20 地図等より類推 M40.10.30 S55.12.01 H22.03.31 103 30 ○ 0.550 0.210 262.19

55 奈良県 紀の川 紀の川 吉野 流込 13.357 2,700 関西電力 取水堰 2 1 ○ 樫尾発電所→吉野発電所 ↑ ↑ ↑ ↑ S25.03.31 S55.12.01 H22.03.31 60 30 0.654 0.157 2.150 0.516 416.43 S25
3/1～6/14 -- 0.69m3/s(0.17)、6/15～8/14 -- 2.15m3/s(0.52)、8/15～
9/30 -- 0.69m3/s(0.17)

56 奈良県 紀の川 紀の川 大迫 貯 15.000 7,400 関西電力 大迫ダム 1 その他 農水省 ○ H06.03.31 H06.03.31 H36.03.31 16 30 ○ 114.80
57 奈良県 紀の川 丹生川 西吉野第二 調 20.000 13,100 電源開発 黒渕ダム 1 発電ダム 電源開発 10.5 10.5 S29.04.15 H06.10.27 H24.03.31 56 18 ○ ○ 0.300 0.230 128.10 H6
58 奈良県 紀の川 紀の川 大滝 貯 18.000 10,000 関西電力 大滝ダム 1 直轄ダム 国交省 ○ H11.12.24 H11.12.24 H41.03.31 11 30 ○ 258.00

59 奈良県 新宮川 熊野川等 十津川第一 貯 60.000 75,000 電源開発 風屋ダム、奥里ダム 5 発電ダム 電源開発 37.7 37.7 S31.11.01 H05.03.12 H27.03.31 54 22 ○ ○ ○ ○ 1.110 0.200 553.00 H4

60 和歌山県 新宮川 熊野川等 十津川第二 調 75.000 58,000 電源開発 二津野ダム 1 発電ダム 電源開発 21.8 21.8 S31.11.01 H10.08.19 H27.03.31 54 17 ○ ○ ○ ○ 2.400 0.300 801.00 H10
61 奈良県 新宮川 熊野川等 西吉野第一 貯 16.700 33,000 電源開発 猿谷ダム 5 直轄ダム 国交省 ○ 15 15 S29.04.15 H06.10.27 H24.03.31 56 18 ○ 0.600 0.280 215.18 H6
62 奈良県 新宮川 川原樋川 川原樋川 流込 8.000 11,400 関西電力 取水堰 3 15.7 S58.06.30 S58.06.30 H25.03.31 27 30 ○ 71.76
63 奈良県 新宮川 北山川等 池原 貯・揚 342.000 350,000 電源開発 池原ダム 2 発電ダム 電源開発 6.5 6.5 S36.02.10 H05.10.04 H32.03.31 49 27 ○ 0.070 0.300 23.00 H5

64 和歌山県 新宮川 北山川 七色 調 140.000 82,000 電源開発 七色ダム 1 発電ダム 電源開発 4.7 4.7 S39.03.31 H11.06.10 H35.03.31 46 24 ○ 1.078 0.200 2.000 0.371 462.00 H11
4/1～9/30(6:00～18:00),10/1～3/31(7:00～18:00)　2.0(-)　左記以外
0.23(0.30)

65 三重県 新宮川 北山川 小森 調 74.000 30,000 電源開発 小森ダム 1 発電ダム 電源開発 6 6 S39.03.31 H11.06.10 H35.03.31 46 24 ○ 1.078 0.168 2.000 0.312 564.00 H11
4/1～9/30(6:00～18:00),10/1～3/31(7:00～18:00)　2.0(-)　左記以外
0.23(0.30)

66 奈良県 新宮川 白川又川 白川 流込 2.200 2,900 関西電力 取水堰 1 6 0.10 地図等より類推 T08.05.01 H01.12.27 H31.03.31 91 30 ○ 33.90
67 三重県 新宮川 相野谷川 大里 流込 0.863 360 関西電力 取水堰 1 1 1.3 1.30 地図等より類推 S17.10.13 H21.12.07 H30.03.31 68 9 ○ 16.65
68 奈良県 新宮川 弥山川 弥山 流込 0.557 420 関西電力 取水堰 1 1.2 S13.03.04 H10.10.23 H40.03.31 72 30 ○ 6.80
69 奈良県 新宮川 熊野川等 川合 調 6.179 7,000 関西電力 川迫ダム、取水堰 6 発電ダム 関西電力 7.5 S13.03.04 H10.10.23 H40.03.31 72 30 ○ 74.00
70 奈良県 新宮川 熊野川等 和田 調 7.490 2,100 関西電力 九尾ダム、取水堰 3 発電ダム 関西電力 ○ 和田、長殿 41.65 29.51 S11.02.06 H09.06.12 H38.03.31 74 29 ○ ○ 0.350 0.290 120.89 H9
71 奈良県 新宮川 熊野川等 長殿 流込 9.460 15,300 関西電力 取水堰 6 発電ダム 関西電力 ○ ○ 和田、長殿 ↑ ↑ S04.03.31 H16.05.18 H40.12.31 81 24 ○ 0.093 0.255 157.44 H16
72 奈良県 新宮川 瀬戸谷川等 奥吉野 揚 288.000 1,206,000 関西電力 瀬戸ダム、旭ダム 2 発電ダム 関西電力 3 0.30 地図等より類推 S48.01.06 H16.05.18 H44.03.31 37 28 ○ 42.10
73 奈良県 新宮川 小又川 小又川 流込 0.180 98 下北山村 小又川砂防ダム副ダム取水堰 1 0.9 0.9 H03.12.13 H03.12.13 H33.03.31 19 30 ○ 0.028 0.507 5.52 H3
74 和歌山県 新宮川 四村川 四村川 流込 0.312 87 関西電力 取水堰 1 1 7.3 3.00 地図等より類推 T12.05.03 S61.05.01 H25.03.31 87 27 ○ 39.18
75 三重県 新宮川 東の川等 尾鷲第一 貯 21.000 40,000 電源開発 坂本ダム 7 発電ダム 電源開発 13.5 13.5 S31.11.01 S60.07.10 H27.03.31 54 30 ○ 0.045 0.300 15.00 H5
76 和歌山県 新宮川 高田川 高田小水力 流込 0.230 282 新宮市 取水堰 1 1.1 1.1 H09.05.08 H09.05.08 H39.03.31 13 30 ○ 0.029 0.498 5.82 H9

77 福井県 九頭竜川 九頭竜川等 長野 貯・揚 266.000 220,000 ○ 電源開発 九頭竜ダム、石徹白ダム 4 直轄ダム、発電ダム 国交省、電源開発 ○ 10.7 10.7 S40.02.28 H07.09.01 H37.03.31 45 30 ○ ○ ○ ○ 0.845 1.404 1.332 1.900 117.00 H7
5/1～10/31　1.332(1.14)  11/1～4/30　0.350(0.30)
【三面谷取水堰　0.023(0.30)　石徹白取水堰  5/1～10/31  1.272(1.31)
11/1～4/30  0.29(0.30)　智那洞取水堰　0.037(0.30)】

78 福井県 九頭竜川 九頭竜川等 湯上 調 53.000 54,000 電源開発 鷲ダム、山原ダム 2 発電ダム 電源開発 13.6 13.6 S40.02.28 H07.09.01 H37.03.31 45 30 ○ ○ ○ ○ 1.003 0.300 1.332 0.398 334.30 H7 5/1～10/31　1.332(0.4)    11/1～4/30　0.669(0.20)

79 福井県 九頭竜川 九頭竜川等 西勝原第一 流込 11.130 10,900 北陸電力 取水堰 5 1 ○ 西勝原第一、西勝原第三 16.2 16.2 T08.02.24 H11.12.13 H41.03.31 91 30 ○ ○ ○ ○ 1.193 0.297 1.595 0.397 401.94 H11 西勝原第一ダム　5/1～10/31　1.595(0.397)　　11/1～4/30　0.785(0.195)福井県 九頭竜川 九頭竜川等 西勝原第 流込 , 北陸電力 取水堰 ○ 西勝原第 、西勝原第 ○ ○ ○ ○ 西勝原第 ダム / / ( ) / / ( )

80 福井県 九頭竜川 九頭竜川等 西勝原第三 貯 56.000 48,000 北陸電力 仏原ダム 2 その他 北陸電力 ○ ○ 西勝原第一、西勝原第三 ↑ ↑ S40.03.31 H08.02.05 H37.03.31 45 29 ○ ○ ○ 1.298 0.296 438.45 H7
81 福井県 九頭竜川 九頭竜川 西勝原第二 流込 26.410 7,200 北陸電力 取水堰 1 1 T05.11.22 H18.02.22 H28.09.30 94 10 ○ 1.265 0.231 546.99 H7
82 福井県 九頭竜川 九頭竜川 市荒川 流込 80.000 45,700 関西電力 取水堰 1 1 12.9 12.9 S15.02.05 S54.09.28 H21.03.31 70 30 ○ 5.000 0.520 960.00 S14
83 福井県 九頭竜川 打波川等 上打波 流込 8.300 10,200 北陸電力 取水堰 6 ○ 上打波、下打波、東勝原 19.1 19.1 S32.09.10 H07.05.22 H28.03.31 53 21 ○ ○ 0.134 0.200 66.98 H7
84 福井県 九頭竜川 打波川 下打波 流込 6.710 4,600 北陸電力 取水堰 3 1 ○ 上打波、下打波、東勝原 ↑ ↑ S04.07.30 H17.02.23 H41.06.30 81 24 ○ ○ 0.188 0.200 93.91 H17
85 福井県 九頭竜川 打波川 東勝原 流込 8.600 2,610 北陸電力 取水堰 2 ○ 上打波、下打波、東勝原 ↑ ↑ S07.07.07 H07.05.22 H29.03.31 78 22 ○ ○ 0.203 0.200 101.29 H7
86 福井県 九頭竜川 真名川 真名川 貯 15.000 14,000 福井県 真名川ダム 1 直轄ダム 国交省 ○ 3 3 S47.09.07 H15.12.02 H45.03.31 38 30 ○ ○ ○ 0.671 0.300 0.671 0.300 223.70 H9
87 福井県 九頭竜川 大雲谷川・雲川 中島第二 流込 1.400 2,400 福井県 取水堰 1 1 1.6 1.6 H03.01.16 H03.01.16 H32.03.31 19 29 ○ 0.032 0.444 0.036 0.500 7.20 H2 4/1～11/30　0.036(0.50)　　12/1～3/31　0.025(0.347)
88 福井県 九頭竜川 女神川 平泉寺第一 流込 0.834 560 北陸電力 取水堰 1 3 S08.11.09 H15.12.12 H45.03.31 77 30 ○ 11.11
89 福井県 九頭竜川 女神川 平泉寺第二 流込 1.001 420 北陸電力 取水堰 3 3 S10.07.24 H15.12.12 H45.03.31 75 30 ○ 14.33
90 福井県 九頭竜川 滝波川・杉山川 滝波川第一 調 5.000 12,300 福井県 小原ダム 9 発電ダム 福井県 5.4 S38.06.01 S38.06.01 H50.03.31 47 75 ○ 26.54

91 福井県 九頭竜川 滝波川 新薬師 流込 6.300 5,000 日本海発電 取水堰 2 1 6.4 6.4 H05.03.11 H05.03.11 H34.03.31 17 29 ○ 0.311 0.520 0.357 0.597 59.79 H4
杉山川取水堰 3/1-5/31 0.074(0.587)　その他　0.062(0.492)
滝波川取水堰 3/1-5/31　0.283(0.601)　その他　0.234(0.471)

92 福井県 九頭竜川 竹田川 山口 調 4.500 1,900 福井県 龍ヶ鼻ダム 1 補助ダム 福井県 ○ 0.1 S60.03.22 S60.03.22 H26.03.31 25 29 ○ 31.10
93 福井県 九頭竜川 足羽川 持越 流込 5.290 860 北陸電力 取水堰 1 1 ○ 持越、白粟 4 M39.12.22 H16.01.19 H25.03.31 104 9 ○ ○ 0.454 0.300 0.650 0.429 151.45 H15 3/1～10/31　0.650(0.429)   11/1～2/28  0.055(0.036)
94 福井県 九頭竜川 足羽川 白粟 流込 4.290 420 北陸電力 取水堰 1 1 ○ 持越、白粟 ↑ S03.07.18 H16.01.19 H40.06.30 82 24 ○ ○ 0.454 0.300 0.650 0.429 151.45 H15 3/1～10/31　0.650(0.429)   11/1～2/28  0.055(0.036)

95 福井県 九頭竜川 足羽川等 足羽 流込 10.500 3,000 北陸電力 取水堰 3 3 8.7 8.7 S19.04.22 H16.01.19 H45.03.31 66 29 ○ 0.667 0.300 0.890 0.400 222.37
3/1～10/31　足羽川取水堰堤0.6(0.387)　部子川取水堰堤0.17(0.433)　味
見川取水堰堤0.12(0.425)
11/1～2/28　足羽川0.188(0.121)　部子川0.011(0.028)　味見川

96 福井県 九頭竜川 足羽川 小和清水 流込 5.570 1,500 北陸電力 取水堰 1 1 6.8 6.8 M44.01.09 H15.06.05 H23.03.31 99 8 ○ 0.738 0.296 1.100 0.441 249.61 M44 3/1～10/31　1.1(0.441)
97 福井県 九頭竜川 真名川等 中島 貯 16.000 18,000 福井県 笹生川ダム、雲川ダム 5 補助ダム、その他 福井県 ○ ○ 中島、五条方、富田、壁倉 34.3 34.3 S30.08.25 H10.03.04 H27.03.31 55 17 ○ ○ ○ 0.284 0.200 141.76 H9
98 福井県 九頭竜川 真名川等 五条方 流込 16.000 17,500 北陸電力 笹生川ダム、雲川ダム 2 その他 北陸電力 ○ ○ 中島、五条方、富田、壁倉 ↑ ↑ S19.05.27 H10.06.19 H38.03.31 66 28 ○ 0.284 0.200 141.76 H10
99 福井県 九頭竜川 九頭竜川等 富田 流込 80.000 19,200 北陸電力 取水堰 2 1 ○ 中島、五条方、富田、壁倉 ↑ ↑ S32.08.01 H09.03.17 H28.03.31 53 19 ○ ○ ○ ○ 3.114 0.393 791.83 H8
100 福井県 九頭竜川 九頭竜川 壁倉 流込 80.000 25,600 北陸電力 取水堰 1 ○ 中島、五条方、富田、壁倉 ↑ ↑ S32.08.01 H09.03.17 H28.03.31 53 19 ○ 3.114 0.393 791.83 H8
101 福井県 九頭竜川 九頭竜川 仏原ダム 従属 1.265 305 北陸電力 仏原ダム 1 その他 北陸電力 ○ H21.10.14 H21.10.14 H37.03.31 1 16 ○ 421.92 H21
102 福井県 九頭竜川 日野川 広野 貯 3.200 1,400 福井県 広野ダム 1 補助ダム 福井県 ○ H07.06.26 H07.06.26 H36.03.31 15 29 ○ 42.30
103 福井県 北川 河内川 熊川 流込 0.278 130 関西電力 取水堰 2 2.2 S23.02.03 H21.11.04 H30.03.31 62 9 ○ 12.60

【「形式」欄】 

発電型式を記入 

流込式→「流込」   調整池式→「調」   貯水池式→「貯」  揚水式→「揚」 

 

【「水源ダム名」欄】 

発電形式が貯水池式・調整池式・揚水式の場合に、その水源ダム名を記入 

【流込式】の場合、取水施設のうち堤高15m以上のダムがある場合にそのダム名を記入 

【揚水式】の場合、上部ダム名を最初、下部ダム名をその後記入 

【その他】の場合、その他堰等は、全て取水堰と記入 

 

【「ガイドライン該当項目」欄】 

ガイドラインとは、既許可に基づく発電水利使用であって、現在の許可に係る水利使用規則または命令書において、発電取水口もしくは発電ダムから下流の河川維持流量に関する定めがないものまたは河川維持流量が著しく不十分であるものについて、水利権の期間更新時に、河川維持流量を確保す

るための取水制限流量等の具体的数値を水利使用規則に記載し、一定の維持流量を下流河川に流す措置を行うもの。 

ガイドライン該当項目は、次のとおり 

(１)流域変更により、発電取水口又は発電ダム（法河川に存するものに限るものとし、以下「発電取水口」という。）の存する河川が属する水系以外の水系に分水し、又は海に直接放流するもの。 

(２)減水区間の延長（発電取水口等が複数存在する場合には、各発電取水口等に係る減水区間の延長の総和）が１０ｋｍ以上のもので、かつ、次の用件いづれかに該当するもの。 

  ①発電取水口等における集水面積が200km2以上のもの。 

     ②減水区間の全部又は一部が自然公園法の区域に指定されているもの。 

  ③減水区間の沿川が観光地又は集落として相当程度利用されているもの。 

（３）減水区間の水質が環境基準を満たしていないもの。 

【「形式」欄】 

発電型式を記入 

流込式→「流込」   調整池式→「調」   貯水池式→「貯」  揚水式→「揚」 

 

【「水源ダム名」欄】 

発電形式が貯水池式・調整池式・揚水式の場合に、その水源ダム名を記入 

【流込式】の場合、取水施設のうち堤高15m以上のダムがある場合にそのダム名を記入 

【揚水式】の場合、上部ダム名を最初、下部ダム名をその後記入 

【その他】の場合、その他堰等は、全て取水堰と記入 

 

【「ガイドライン該当項目」欄】 

ガイドラインとは、既許可に基づく発電水利使用であって、現在の許可に係る水利使用規則または命令書において、発電取水口もしくは発電ダムから下流の河川維持流量に関する定めがないものまたは河川維持流量が著しく不十分であるものについて、水利権の期間更新時に、河川維持流量を確保す

るための取水制限流量等の具体的数値を水利使用規則に記載し、一定の維持流量を下流河川に流す措置を行うもの。 

ガイドライン該当項目は、次のとおり 

(１)流域変更により、発電取水口又は発電ダム（法河川に存するものに限るものとし、以下「発電取水口」という。）の存する河川が属する水系以外の水系に分水し、又は海に直接放流するもの。 

(２)減水区間の延長（発電取水口等が複数存在する場合には、各発電取水口等に係る減水区間の延長の総和）が１０ｋｍ以上のもので、かつ、次の用件いづれかに該当するもの。 

  ①発電取水口等における集水面積が200km2以上のもの。 

     ②減水区間の全部又は一部が自然公園法の区域に指定されているもの。 

  ③減水区間の沿川が観光地又は集落として相当程度利用されているもの。 

（３）減水区間の水質が環境基準を満たしていないもの。 

（４）既に水利使用規則又は命令書において放流が義務づけられているもので、流量に関する具体的数値を欠くもの。 

（５）減水区間に係る地元市町村との合意等により、発電水利使用者が運用により放流を行い、又は行おうとしているもの。 

 

【「集水面積」欄】 

農業用水路等に設置した従属発電で、集水面積の算出が困難な場合は「－」を記入 

 

【「維持流量の期別パターン状況」欄】 

維持流量が期別に設定されている場合の記入例 

例：4/1～8/30 1.20(0.25) 

       ※→（）は比流量 

 

【その他】 

・無水区間については、過去の調査結果を基に記載したものであるため、現状と異なる場合がありうる。 

・ピーク発電とは、電力需要が高まる時間帯（主に昼間）に合わせて発電（または出力増）することをいうが、運転方法が変更され、現状と異なる場合がありうる。 
・本資料は、既存資料を基に調製したものであり、データの精度が十分でないものが含まれることに留意する必要がある。 


